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Ⅰ 事 業 報 告 

１． 個別事項 

（１）歯科医師需給問題について 

１．第 3 回理事会（H25.6.17）及び第 76 回総会において、中原会長から、平成 25

年度入試結果について、6 月 12 日に文部科学省・村田医学教育課長へ報告した

ことに関して次の報告があった。 

○ 同課長からは、「現在、自分が一番心配していることは歯学部の質のこと

である。超高齢社会の現下、歯科に対する国民の期待がますます大きいから

こそ、是非、各大学も協会も質の向上に努めて頂きたい」との要請があり、

合わせて、「入試結果については、文部科学省としても精査をし、近いうち

に文部科学大臣へ報告をするとともに、事務サイドとしても必要に応じてフ

ォローアップしていきたい」との話があった。 

○ こちらからは、質を向上させるためにも志願者を増加させたいことと、入

試状況は、ここ 1、2 年で落ち着くという予測であることを伝えた。 

なお、同課長は、募集定員の削減率と入学者数の関連については何ら触れ

なかった。 

 

２．第 7 回理事会（H25.10.30）において、川添会長から次の報告があった。 

○ 10 月１日付けで文部科学省の幹部に人事異動があったので、一昨日、小林 

専務理事と事務局長とともに挨拶に伺った。 

   小松私学部長、袖山医学教育課長、森私学行政課長、氷見谷参事官、手

島医学教育課大学病院支援室長等と挨拶を交わした。特に、袖山医学教育

課長とは、１０分間ほど面談し、同課長からは、 

①  現在、医学部増設問題が動いていること、 

②  歯学部については、前任の村田課長からの引き継ぎでもあるが、 

「質の担保」に最大限の努力をお願いすること、 

③  また、診療参加型臨床実習や分野別の認証評価についても、よろ

   しくお願いしたい 

等の話があった。 

 

３．第 8 回理事会（H26.3.4）において、文部科学省歯学教育の改善・充実に関す

る調査研究協力者会議委員である川添会長及び井出副会長から、2 月 24 日に開

催された同協力者会議の概要について次のような説明があった。（別記 1） 

○ 今年度の初会合であった。 

○ 同協力者会議の座長から、同協力者会議による国公私立の歯学部全体の 

評価に当たっては、これまではいわば減点方式であったが、今後はそれの 

みではなく、各歯学部の教育研究上の特色ある取り組み等をいわば加点す

る方式を採り入れる方向であることの説明があった。 

○ 分野別認証評価については、今後、医学部同様、歯学部も進めて行くと

いう方向であった。また、診療参加型臨床実習の在り方についても各歯学

部も前向きに取り組んで頂きたいとの方向であった。 
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○ 同協力者会議の席上、こちらからは、次の意見を述べた。 

・ 私立大学歯学部は我が国の歯科医師養成数の 7 割近い数を養成して

きているなど、我が国の歯学教育を牽引してきたものである。したが

って、今後の同協力者会議の検討に当たっては、私立大学歯学部の現

況、たとえば、国立大学歯学部に比べて私立大学歯学部の１学年当た

りの学生数がほぼ倍であることなどの教育条件の違いなどを充分に踏

まえた検討をされたい。 

引き続いて、小林専務理事から、特に歯学教育の認証評価に係るトライアル

に関して説明があった。（別記 2） 

 

４．第 9 回理事会（H26.3.24）において、川添会長から、各大学の入学者数につ 
いては、協会の申し合わせの昭和 61 年度の入学定員に対して 20％の削減を是非

守られたいとの要請があった。 
 

５．第 77 回総会（H26.3.24）において、川添会長から、2 月 24 日に開催された文

部科学省歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議の状況の説明及び

各大学の入学者数について要請を行ったことが報告された。 
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- 3 - - 4 -

- 5 - - 6 -- 5 -



- 7 - - 8 -

評価制度 区分 認証評価機関名

- 9 - - 10 -
- 6 -



- 11 - - 12 -

- 13 - - 14 -
- 7 -



- 15 - - 16 -

- 17 - - 18 -
- 8 -



- 19 - - 20 -

- 21 - - 22 -
- 9 -



- 23 - - 24 -

- 25 - - 26 -
- 10 -



- 27 - - 28 -

- 29 - - 30 -
- 11 -



- 31 - - 32 -

- 33 - - 34 -
- 12 -



- 35 - - 36 -

- 13 -
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1

( )

26

2

WG

WG 1

3

3 4

- 15 -



5 6

7 8

- 16 -



9

2

6 9

6 -7

1 10

2 1

4 15

8 31

9 30

11 30

12 28

1 10

8
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    これについて、安井副会長（教育・研究部会長）から本日の教育・研究部会で

も話題となり、特に、合格者数と資格試験との関係、極めて多い削除問題数、一

般問題と必修問題の識別が極めて低いなどの疑義について、厚労省へ申し入れる

よう理事会で検討されたいとの要請があったことの報告があった。 

協議の結果、できるだけ早い時期に厚労省へ、たとえば質問書という形で申し

入れることとし、質問書のたたき台は安井副会長が作成した上で会長へ渡し、会

長から全理事に意見を伺うこととした。なお、その際、国立大学にとっても共通

の問題でもあるので、安井副会長が宮﨑歯科大学学長・歯学部長会議常置委員会

委員長と同一歩調をとるかどうか等を相談することとした。 

 

４．第 77 回総会（H26.3.24）において、川添会長から、第 107 回歯科医師国家試

験の結果について説明があり、合わせて斎藤常務理事（教育・研究部会員）から、

本日、開催された教育・研究部会において、特に、合格者数と資格試験との関係、

極めて多い削除問題数、一般問題と必修問題の識別が極めて低いなどの疑義につ

いて意見交換が行われたことの説明があった。 

引き続いて、川添会長から、先ほど開催された理事会において、教育・研究部

会の意見を踏まえ、できるだけ早い時期に厚労省へ、たとえば質問書という形で

申し入れることとし、質問書のたたき台は安井副会長（教育・研究部会長）が作

成した上で会長から全理事に意見を伺うこととしたこと、なお、その際、国立大

学にとっても共通の問題でもあるので、安井副会長が宮﨑歯科大学学長・歯学部

長会議常置委員長と同一歩調をとるかどうか等を相談することとしたことの説

明があった。 
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別記３



 
 

（３）歯科医師臨床研修について 

第 3 回理事会（H25.6.17）において、安井専務理事から、事務局長会議実施委

員会において実施した「平成 25 年度歯科医師臨床研修収支等の実態調査」の結

果がまとまったことの説明があり、引き続いて事務局から調査結果の内容の説明

があった。 
 

（４）診療参加型臨床実習について 

１．第 2 回理事会(H25.5.29) 及び第 76 回総会(H25.6.17)において、安井副会長か

ら、6 月 21 日に徳島大学で開催される歯科大学学長・歯学部長会議に向けて、

診療参加型臨床実習の在り方検討委員会において各大学の意見を聞きながら検

討したうえで、最終的に理事会において私立歯科大学・歯学部の考え方を我が

国の歯学医学教育の在り方という大所高所の観点からとりまとめた資料：「歯

科診療参加型臨床実習についての意見(骨子)」の説明と、合わせて、この意見を、

先日、中原会長から同会議常置委員会委員長の宮﨑副会長へ提出したことの説明

があった。（別記 4） 

 

２．第 7 回理事会(H25.10.30)において、宮﨑理事から、「歯科診療参加型臨床実

習についての意見(骨子)」については、6 月 21 日に徳島大学において開催され

た｢歯科大学学長・歯学部長会議｣に提案し、受理されたことの報告説明があ

った。 
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別記４



1 

 

平成 25 年４月１日 

                  
                  一般社団法人 日本私立歯科大学協会 

      
 
 

 
歯科診療参加型臨床実習についての意見（骨子） 

 
１．はじめに －診療参加型臨床実習の目的と教育環境について－ 
 

診療参加型臨床実習は、学生が附属病院等において診療チームに参加し、そ

の一員として指導医の下で患者中心の診療業務を分担しながら、歯科医師とし

ての職業的な知識・思考法（臨床推論を含む）・態度・技能・倫理観（医道）

の基本的な内容を学ぶことを目的としている。 

したがって、歯科大学・歯学部においては、学生が診療チームの一員として

診療業務を分担しながら段階的・体系的・実践的に学ぶ機会を充実し、その成

果を蓄積できるような診療参加型臨床実習のカリキュラムの工夫・改善や教育

体制の整備・充実、さらには評価方法の改善に努めることが必要である。言う

までもなく、技能のみの評価ではなく、プロセスを重視し診察・検査から診断

そして包括的な治療計画の立案を前提に評価を行うべきである。 

元来、学生個々の技能や知識等の習熟・習得状況には相違があるため、思考・

判断、スキルなどについて、個別の学生が明確に到達目標を理解したうえでポ

ートフォリオ等の評価を行う必要がある。指導医と学生が評価される内容の共

有化を図りつつ、学生の「振り返り」学修による学修効果の推進を図るべきで

ある。 

また、今後の連携医療体制の重要性に鑑み、コデンタル・コメディカルをは

じめとした医療チームの構成員との円滑なコミュニケーションや協調等に関す

る能力や態度を習得させるための機会を充実させる等、実習内容の検討を十分

に行うことが求められる。 

 

2 

 

２．歯科診療参加型臨床実習について 
 
１） 診療参加型臨床実習には、「見学」、「介助」、「自験」が含まれる。 
２） 方略を選択する際の各大学病院の実情として、病院環境の違い、来院患

者数の違いが大きく影響しており、29 歯科大学・歯学部を一律の方略で規

制することは適当ではない。歯学教育モデル・コア・カリキュラムに示さ

れた水準と方略との関係はあくまでも原則であり、学生、患者の状況によ

り大きく左右されるため、患者中心の医療を展開する上で大学及び指導医

の判断に委ねられる。 
３） 臨床実習終了評価として OSCE が推奨されているが、診療参加型臨床実習

後の終了試験としてシミュレーション試験を実施することに違和感もある。 
 診療参加型臨実習終了評価にはポートフォリオの活用に加えて、患者から

の評価などについても検討し、包括的に実施する必要がある。 
 

３．歯学教育モデル・コア・カリキュラムの GIO への提言 
歯学教育モデル・コア・カリキュラム －教育ガイドラインー 平成 22 年度改訂版準拠 

診療参加型臨床実習コア・カリキュラム事例集（案） 2011 年 11 月 09日版 

  に記載されている一般目標（GIO)の問題点について 

  
 カリキュラムプランニングの原則として、一般目標には「期待される成果が

明確に記載されていること」とされている。つまり、学修者はすべての行動目

標を達成できれば、一般目標に示されている成果を得られると理解するわけで

ある。当然、このことは各大学において教員も学生も理解していることである。 
 しかし今回、上記（案）に示されている多くの一般目標は、このカリキュラ

ムプランニングの原則に反し、「期待される成果」が一般目標にかかれていない

項目が多数存在する。これらの不完全な一般目標が独り歩きすると、各大学の

教員は独自のカリキュラムを組むことができず、学生は何をどのように学修し

てよいのかという個別的学修行動を取ることが不可能となってしまい、臨床教

育の現場では大混乱を発生しかねない。つまり、各大学が、各学修者がゴール

の見えない長距離走をバラバラな方向に向かって走り始めてしまう可能性を懸

念しているわけである。 
 「期待される成果」は通常「～のために」という表現が使われ、一般目標の

3 

 

文章の前半部分を占めることになる。そこで、不完全な一般目標を掲げている

項目に対して、文章から読み取れる範囲だけで「期待される成果」をカリキュ

ラムプランニングの原則に則り、形だけではあるが変更してみたので早急なる

改善の参考としていただきたい。 
 
F-1：期待される成果が記載されていない 
 良好な患者―歯科医師関係のもと適切な治療計画を立案するために、医療面

接や治療計画に関する知識、技能および態度を習得する。 
 
F-2：期待される成果が記載されていない 
 患者の全身的、局所的な病態を把握するために、口唇・口腔・顎顔面領域の

基本的な診察技能についての知識、技能および態度を習得する。 
 
F-3：期待される成果が記載されておらず、SBOs に回った方がよい語句が多い 
 画像検査を安全、確実に実施するために、放射線検査の基本的な知識、技能

および態度を習得する。 
 ※人体への影響、放射線防護の言葉は SBOs へ 
  
F-4：期待される成果が具体的でない（現実的でない）、どのような歯科診療か

が不明 
 安全に配慮した歯科診療を実践するために、医療安全・感染防止の知識、技

能および態度を習得する。 
 
F-5：期待される成果が具体的でない（現実的でない）、どのような歯科診療か

が不明 
 地域において全人的医療をチームで実践するために、地域医療、病診連携に

ついての知識、技能および態度を習得する。 
 
F-6：期待される成果が記載されていない 
 適切な口腔外科小手術を実践するために、基本的口腔外科手技についての知

識、技能および態度を習得する。 
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F-7：F-7-1)、-2)、 -3)は関連するユニットであるためコースとしての GIO を必

要とする。 
 F-7 全体のコース GIO は、 
 歯とその機能を良好な状態に保存するために、保存修復治療、歯内療法治療、

歯周治療に関する知識、技能および態度を習得する。 
 
F-8：F-8-1)と 2)は関連するユニットであるためコースの GIO を必要とする。 
 F-8 全体のコース GIO は、 
  適切な咬合状態による顎口腔機能の回復と審美性を維持・回復するために、

補綴歯科治療についての知識、技術および態度を習得する。 
 
F-8-1)：期待される成果が記載されていない  
  適切な補綴歯科治療を実践するために、クラウンブリッジに関する基本的な

知識、技能および態度を習得する。 
 
F-8-2)：期待される成果が記載されていない 
  適切な補綴歯科治療を実践するために、可撤性義歯に関する基本的な知識、

技能および態度を習得する。 
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（５）附属病院の感染対策について 

１．第 3 回理事会(H25.6.17) 及び第 76 回総会(H25.6.17)において、安井副会長か

ら、附属病院感染対策協議会が各大学の協力を頂き本年 4 月～5 月にかけて実施

した「歯科診療における院内感染対策に関する調査」が終了したので、本日開催

した「附属病院感染対策協議会」及び「病院部会」へその結果が報告されたこと

の説明があった。 

なお、「附属病院感染対策協議会」へは、文部科学省、国公立大学及び日本

私立医科大学協会から関係者が出席したことが付言された。（別記 5） 

 

２．第 8 回理事会(H26.3.4)において、北村副会長（病院部会長並びに附属病院感

染対策協議会議長）から、昨年12月 3日に開催された附属病院感染対策協議会(第

5 回)の議事概要のうち、特に、「医療事故防止のための国公私立大学歯学部間の

相互チェック」に関して、同協議会の総意としては、17 私立歯科大学・歯学部が

揃って参加することができるよう、理事会や病院部会において検討されるよう要

請があったので、今月 24 日開催の病院部会で検討し、その後理事会に報告した

いことの説明があった。 

 

３．第 9 回理事会(H26.3.24)において、北村副会長から、前回の理事会において、 

「医療事故防止のための国公私立大学歯学部間の相互チェック」に関して、17 私

立歯科大学・歯学部が揃って参加することを病院部会で諮りたいということを説

明したが、本日開催された病院部会において出席者全員の方からこのことについ

て賛同を頂けた。ついては、理事会として、病院部会並びに附属病院感染対策協

議会がこの方向で進めていくことを了解頂きたいとの説明があり、協議の結果、

了承された。 

 

４．第 77 回総会（H26.3.24）において、北村副会長から、附属病院の感染対策は、

大学にとって大変重要な課題であり、また、社会的にも極めて大きな関心事であ

ることから、数年前に協会の病院部会の下に附属病院感染対策協議会を設け、国

公立大学附属病院感染対策協議会及び私立医科大学協会感染対策協議会とも連

携しながら取り組んできており、さらに、附属病院感染対策協議会には必ず文部

科学省専門官に出席頂いて示唆等を受けている。この中で、特に、「医療事故防

止のための国公私立大学歯学部間の相互チェック」という取り組みがあるが、私

立歯科大学・歯学部の全部が参加ということには至っていない。そこで、本日の

病院部会及び理事会において検討の結果、次回（平成 27 年度）の相互チェック

に当たっては、17 私立歯科大学・歯学部が揃って参加するということが了承され

たとの説明があった。 
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平成２５年５月８日 

 
歯科診療における院内感染対策に関する調査 

 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 病院部会 

附属病院感染対策協議会 

 

＜お願い＞ 

※ 本調査は、「附属病院感染対策協議会」として、現在、各私立歯科大学・歯学部（以下、「各

大学」という。）において取り組まれております「院内感染対策」の状況を調査し、その結果を、

各大学間で共有し、もって、各大学での今後の「院内感染対策 」の一助となることを目的とす

るものです。 

  したがいまして、調査に回答頂いた内容は、上記目的以外には使用せず、また、調査結果の

集計まとめ表を作成するに当たりましては、各大学名は明記せず、たとえば、A大学、B大学・・・

といたしますので、各質問項目については、必ずご回答下さるようお願いいたします。 

 

 

＜記載代表者データ記入＞ 

 

１．大学名：               大学     歯学部      

       

 ２．記載代表者氏名及び連絡先： 

 

氏名 

 

電話番号 

 

メールアドレス 
      

質問の該当する項目に○でお答え下さい。その他の場合は、記入をお願い致します。 
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＜１. 教 育＞ 

 

Ｑ１ 「院内感染対策」についての学部学生への講義について（ 実施している施設は表にも記載下さい ） 
 

a 実施している     b 実施していない 
    
 
 
 
 

 
 

*1 １コマ１時間で換算して下さい。 
 

 
Ｑ２ 「院内感染対策」について臨床実習生（病院生）への講義について 

 

a 実施している     b 実施していない 
 

実施している施設は、 
 ・時期はいつで、何回行われていますか。（ 時期：              、 回数：   回） 
 ・講義はどこが担当されていますか。＜複数回答可＞ 

（                  講座 ・ 教室 ・ 院内感染対策委員会 ・ ＩＣＴ ） 
 ・何コマ（１コマ１時間で換算して下さい）講義されていますか。 （      コマ ） 
 
 
Ｑ３ 「院内感染対策」についての臨床研修歯科医師への講義について 

 

a 実施している     b 実施していない   
 

実施している施設は、 
 ・時期はいつで、何回行われていますか。（ 時期：              、 回数：   回） 
 ・講義はどこが担当されていますか。＜複数回答可＞ 
（                  講座 ・ 教室 ・ 院内感染対策委員会 ・ ＩＣＴ ） 
 ・何コマ（１コマ１時間で換算して下さい）講義されていますか。 （      コマ ） 
 
 
Ｑ４ 昨年、病院教職員に「院内感染対策講習会」を何回開催されましたか。 

 

  a ０回     b １回    c ２回   d ３回以上    
 
 
Ｑ５ 貴院で、ＩＣＤ（インフェクションコントロールドクター）は何人おられますか。 

 
  a ０人     b １人    c ２人   d ３人   e ４人 以上 
 
 

 1年 2年 3年 4年 5年 6年 
講義の実施       
講義時間 *1       
 
担当講座・教室名 
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Ｑ６ ＩＣＤの所属はどちらですか。＜複数回答可＞ 
 
 口腔外科  人  補綴科  人  保存系診療科  人  口腔衛生科  人  歯科麻酔科  人  

内科  人  外科  人  その他（           ）  人 
 
 

＜２. ウイルス抗体検査について＞ 

Ｑ７ 教職員の接種状況について ＜ ○印と記入をして下さい。＞ 

 

 抗体検査の実施 実施時期 
 

陰性の場合の 
ワクチン接種 ワクチン接種費用 

Ｂ型肝炎 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に 1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
病院負担 

その他（   ） 

麻しん 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に 1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
病院負担 

その他（   ） 

風しん 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に 1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
病院負担 

その他（   ） 

水痘 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に 1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
病院負担 

その他（   ） 

流行性耳下腺炎 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に 1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
病院負担 

その他（   ） 
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Ｑ８ 臨床研修歯科医師の接種状況について  ＜ ○印と記入をして下さい。＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ９ 臨床実習生（病院生）の接種状況について  ＜ ○印と記入をして下さい。＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 抗体検査の実施 実施時期 
 

陰性の場合の 
ワクチン接種 ワクチン接種費用 

Ｂ型肝炎 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

麻しん 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

風しん 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

水痘 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

流行性耳下腺炎 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

 抗体検査の実施 実施時期 
 

陰性の場合の 
ワクチン接種 ワクチン接種費用 

Ｂ型肝炎 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

麻しん 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

風しん 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

水痘 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 

流行性耳下腺炎 実施 ・ 未実施 
入職時 

定期健診時 
(  年に1回) 

結果通知のみ 
任意接種 
強制接種 

 

個人負担 
大学・病院負担 
その他（   ） 
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別記５
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＜３. 外来診療で使用した器具の消毒と滅菌＞ 

・・・総合診療部（無い場合は、保存系あるいは補綴系）を対象とし、診療科で主に行われていることをご記入 

下さい。 
 
Ｑ10 使用した器材をどこで処理されていますか。＜１つのみ選択＞ 

 

   a  すべて各診療室  
b  すべて中央化して中央材料滅菌室  

 c  一部診療室でほぼ中央材料滅菌室   
d  ほぼ診療室で一部中央材料滅菌室 
 

 
Ｑ11 消毒レベルの器具は、使用後どこまで処理されますか。＜１つのみ選択＞ 

 

   a  煮沸消毒している 
   b  ウオッシャーディスインフェクターを使用している 
   c  薬液に浸漬している 
   d  すべて滅菌している 
 
 
Ｑ12 歯科用 手用器具（例：ｽﾌﾟｰﾝｴｷｽｶﾍﾞｰﾀｰなど）の洗浄方法はどうされていますか。＜１つのみ選択＞ 

 

   a  用手洗浄（手洗い） 
   b  超音波洗浄 
   c  ウオッシャーディスインフェクター処理 
 
 
Ｑ13 熱水処理（ウオッシャーディスインフェクター）について 

 

a  使用している   
b  使用していない 

 
 
Ｑ14 滅菌物（一般歯科治療基本セット）についてどのようにパックされていますか。＜１つのみ選択＞ 

 

   a  個々に滅菌パックに入れて滅菌している 
   b  同じものをまとめて滅菌パックに入れて滅菌している 
   c  セット組して滅菌パックに入れて滅菌している 
 
 
Ｑ15 消毒したものはどのように保管されていますか。 

 

   a  引き出し・棚に入れている 
   b  机の上に置いている 
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Ｑ16 高水準消毒薬の使用について ＜複数回答可＞ 
 

   a  使用していない 
b  使用後の器具の浸漬に使用している 
c  義歯等の消毒に使用している 

 

 

Ｑ17 体液・血液の対応について 
 

  1 .タービンに付着した体液・血液の付着物の対応は？＜１つのみ選択＞ 
a アルコールガーゼで清拭する    
b  水で湿らせたガーゼで清拭する 
c  その他（                               ） 

    
2. 床に落ちた体液・血液の対応は？＜１つのみ選択＞ 

     a 直接消毒薬で清拭する      
b  水で清拭してから消毒薬で清拭する 

     c  その他（                     ） 
 
 
Ｑ18 バー・ポイント類の処理について、使用直後に行われるのはどれですか。＜１つのみ選択＞ 

 

      a  超音波洗浄する 
      b  エタノール浸漬する 
      c  エタノールで清拭する 
      d  薬液消毒する 
      e  水洗する 
 
 

＜４. 外来診療＜個人防護具＞ 

・・・総合診療部（無い場合は、保存系あるいは補綴系）を対象とし、診療科で主に行われていることをご記入 

下さい。 
 

 
Ｑ19 飛散する（エアロゾルが発生する）処置時、どの個人防護具を装着していますか。＜複数回答可＞ 

 

      a  マスク 
      b  帽 子 
      c  手 袋 
      d  アイプロテクション 
      e  ガウン 
      f  シューズカバー 
      g  その他 (                                           ) 
 
 
 

 

 - 7 -

Ｑ20 個人防護具で、帽子やマスクの使用について ＜ ○印をお付け下さい。＞ 

・・・主に行われているものを１つ選択なさって下さい。 

  
 帽子 マスク 

患者毎に交換している   

午前・午後で交換している   

１日同じものを使用している   

汚染が見られたら交換する   

 
 
Ｑ21 個人防護具の装着で、明らかに感染症と判っている場合、感染症の疑いの場合および感染症がない人

または判らない人で対応をどうされていますか。 

 
   a すべて同様にしている     

b 感染症と判っている場合のみガウンなどを装着する 
c 感染症の疑いの場合、ガウンを装着する 
d感染症の疑いの場合、ない人と同様ガウンは装着しない 

 
 
Ｑ22 マスクを外した後はどうしていますか。＜主に行われているのを１つ選択して下さい。＞ 

 

   a  白衣のポケットの中に入れる 
   b  診療室の机の上置く 
   c  首の辺りにずらしてつけている 
   d  鼻を出してオトガイ部につけている    
   e  すぐに廃棄する 
 
 
Ｑ23 外来歯科治療に使用されている未滅菌手袋について ＜複数回答可＞ 

 

   a  ラテックス（ノンパウダー） 
   b  ラテックス（パウダー） 
   c  合成ゴム（ニトリル） 
   d  ビニール 
 
 
Ｑ24 手術用手袋について ＜複数回答可＞ 

 

   a  ラテックス（ノンパウダー） 
   b  ラテックス（パウダー） 
   c  ラテックスニトリルコーティング 
   d  二重手袋（ラテックス） 
   e  合成ゴム（ダーマプレイン ） 
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Ｑ25 アイプロテクションについて 

 

   a  導入している（採用している商品名：                      ） 
   b  導入していない 
 

 

Ｑ26 アイプロテクションを使用しているのはどのような時ですか。＜複数回答可＞ 

 

   a  抜歯などの観血的処置時のみ 
   b  感染症の患者の治療時のみ 
   c  飛散を伴う処置時 
   d  常に装着している 
 
 

＜５. 手術前検査＜HIV＞＞ 

 

Ｑ27 手術前検査＜HIV＞の実施について＜１つのみ選択なさって下さい。＞ 

 

a  入院手術症例のみ術前検査する 
   b  既往歴がある場合のみ術前検査する 
   c  入院手術と外来手術のみ術前検査する 
   d  入院患者全員に検査する 
   e  検査しない 
   f  その他（                      ） 
 
 
Ｑ28 検査されている病院で、手術前検査＜HIV＞の費用負担はどのようになさっていますか。 

 

   a  病院負担 
   b  患者自費負担 
 
 

＜６.  院内ラウンド・医療安全＆院内感染対策相互チェック＞ 

 
Ｑ29 病院内ラウンドについて 

 

   a  定期的に行っている 
   b  頻度は  （ 週１回、 ２週１回、 月１回、２月１回、それ以上の間隔 ）で行っている 
   c  行っていない 
   d  不定期（問題が生じた時のみ  その他（       ）） 
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（６）歯学教育の認証評価について 

第 7 回理事会(H25.10.30)において、宮﨑理事から、歯学教育の認証評価のあり

方がどうなるかは極めて重要な問題であるので、文部科学省から大学改革推進事業

の補助金を受けて活動を行っている「歯学教育認証評価検討ＷＧ」の検討がどこま

で進んでいるかなどの状況に関して情報提供を頂きたいとの発言があり、これにつ

いて、種々意見交換が行われた。 

 

（７）協会の「広報戦略」について 

第 2 回理事会（H25.5.29）及び第 76 回総会(H25.6.17)において、安井副会長か

ら、平成 22 年度～24 年度に実施された広報戦略事業全体に関しての総括として、

その量的成果及び質的成果を含めた説明があった。（別記 6） 
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頃
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、
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が
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、
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が
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。
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れ
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が
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、
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と
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作
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、
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潔
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。
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。
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実
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す
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る

マ
ス

コ
ミ

関
係

者
も

お
り

、

協
会

の
活

動
に

対
す

る
シ

ン
パ

層
の

形
成

に
寄

与
し

た
と

考
え

ら
れ

る
（
読

売
新

聞
は

セ
ミ

ナ
ー

に
出

席
し

た
こ

と
か

ら
、

「
歯

科
医

師
数

」
に

関
心

を
持

ち
、

協
会

や
関

係
方

面
に

直
に

取
材

を
行

っ
た

う
え

で
、

記
事

を
掲

載
し

た
）
。

生
活

者
の

歯
科

に
対

す
る

認
識

の
現

状
を

知
る

た
め

の
『
一

般
生

活
者

意
識

調
査

』
の

実
施

生
活

者
の

歯
科

医
学

教
育

や
歯

科
医

療
に

つ
い

て
の

意
識

・
知

識
の

実
態

を
浮

き
彫

り
に

し
、

さ
ら

に
そ

れ
を

マ
ス

コ
ミ

向
け

の
提

供
情

報
（
＝

ニ
ュ

ー
ス

）
と

し
て

活
用

す
る

と
い

う
2
つ

の
目

的
を

も
っ

て
『
一

般
生

活
者

意
識

調
査

』
を

毎
年

実
施

し
、

発

表
を

行
っ

た
。

調
査

を
通

じ
て

得
ら

れ
た

結
果

は
、

マ
ス

コ
ミ

へ
の

情
報

提
供

を
通

じ
、

記
事

と
し

て
一

般
生

活
者

に
還

元
し

た
ほ

か
、

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
の

テ
ー

マ
設

定
な

ど
、

そ
の

後
の

広
報

戦
略

活
動

展
開

の
企

画
の

た
め

の
判

断
材

料
と

し
て

も
活

用
し

た
。

記
事

掲
載

獲
得

の
た

め
の

活
動

前
述

の
『
F
A

C
T

B
O

O
K

』
や

『
歯

科
プ

レ
ス

セ
ミ

ナ
ー

』
、

『
一

般
生

活
者

意
識

調
査

』
を

通
じ

て
ま

と
め

ら
れ

た
情

報
は

、
単

に
マ

ス
コ

ミ
に

幅
広

く
情

報
提

供
し

て
そ

の
強

化
に

役
立

て
る

の
み

な
ら

ず
、

そ
れ

ぞ
れ

が
記

事
と

し
て

掲
載

さ
れ

る
た

め
の

能
動

的
な

働
き

か
け

を
行

っ
た

（
＝

プ
ロ

モ
ー

ト
活

動
）
。

こ
れ

ら
に

よ
り

、
全

国
紙

、
夕

刊
紙

、
通

信
社

な
ど

の
従

来
の

マ
ス

メ
デ

ィ
ア

の
み

な
ら

ず
、

昨
今

急
速

に
生

活
者

の
情

報
入

手
先

と
し

て
発

達
す

る
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
上

の
メ

デ
ィ

ア
に

お
い

て
も

記
事

掲
載

の
獲

得
が

図
ら

れ
た

。

活
動

の
概

要

- 25 -
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株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ

44
各

年
度

の
活

動
概

要
／

平
成

２
２

年
度

実
施

施
策

実
施

時
期

概
要

広
報

成
果

掲
載

数
広

告
換

算
試

算
額

第
1
回

一
般

生
活

者
意

識
調

査
6
月

調
査

対
象

：
全

国
10

～
70

代
の

男
女

1,
00

0名
調

査
結

果
の

サ
マ

リ
ー

版
を

マ
ス

コ
ミ

関
係

者
に

配
付

⇒
産

経
新

聞
、

夕
刊

フ
ジ

に
対

し
、

個
別

の
掲

載
促

進
活

動
を

実
施

⇒
11

月
に

改
め

て
共

同
通

信
に

対
し

、
個

別
の

掲
載

促
進

活
動

を
実

施

38 34

¥1
6,

60
5,

00
0

¥4
,9

35
,0

00

¥9
,9

51
,7

00
¥7

35
,0

00

F
A
C
T
B
O

O
K
制

作
・
配

付
9
月

仕
様

：
A4

判
／

2色
／

48
ペ

ー
ジ

当
初

1,
00

0部
を

増
刷

し
、

マ
ス

コ
ミ

関
係

者
に

配
付

⇒
加

盟
大

学
・
学

部
で

も
活

用
さ

れ
る

こ
と

に
な

り
、

10
月

さ
ら

に
3,

50
0部

を
増

刷

2
¥2

2,
75

7,
50

0
¥4

,1
87

,5
61

第
1
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
1
0
月

実
施

日
：

平
成

22
年

10
月

1日
（
金

）
会

場
：

コ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
ス

ク
エ

ア
エ

ム
プ

ラ
ス

講
師

／
テ

ー
マ

：
『
超

高
齢

社
会

に
お

け
る

歯
科

医
師

の
役

割
と

は
』

東
京

歯
科

大
学

副
学

長
解

剖
学

講
座

井
出

吉
信

教
授

『
歯

周
病

と
全

身
の

健
康

と
の

関
係

性
に

つ
い

て
』

日
本

大
学

歯
学

部
歯

周
病

学
講

座
伊

藤
公

一
教

授
出

席
者

：
42

媒
体

／
46

名
⇒

経
済

誌
2誌

（
エ

コ
ノ

ミ
ス

ト
、

フ
ジ

サ
ン

ケ
イ

ビ
ジ

ネ
ス

ア
イ

）
に

対
す

る
個

別
掲

載
促

進
活

動
を

実
施

11 2

¥5
,1

44
,2

20
¥2

,8
26

,9
44

¥4
,4

00
,0

00
¥2

,2
05

,0
00

広
報

成
果

合
計

8
7

 
5
8
,8

5
8
,4

2
0

 
1
4
,8

8
9
,5

0
5

平
成

2
2
年

度
の

実
施

施
策

と
そ

の
成

果
平

成
2
2
年

度
の

実
施

施
策

と
そ

の
成

果

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ

55

一
般

生
活

者
意

識
調

査

広
報

戦
略

活
動

の
中

で
も

最
初

の
施

策
で

あ
る

生
活

者
意

識
調

査
は

、
『
「
歯

科
医

院
」
「
歯

科
医

師
」
「
オ

ー
ラ

ル
ケ

ア
」
に

関
す

る
意

識
調

査
』
と

し
て

、
日

本
全

国
の

1
0
代

～
7
0
代

の
1
,0

0
0
名

を
対

象
に

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
調

査
の

手
法

で
行

っ
た

。

こ
の

調
査

で
は

、
歯

科
で

の
診

療
経

験
が

あ
る

人
の

7
割

が
か

か
り

つ
け

の
歯

科
医

師
が

あ
り

、
そ

の
満

足
度

が
高

い
こ

と

（
平

均
8
0
点

）
、

歯
科

医
師

に
対

す
る

イ
メ

ー
ジ

と
し

て
「
高

収
入

」
が

最
上

位
で

上
げ

ら
れ

た
こ

と
、

｢歯
並

び
」
「
口

臭
」
を

は
じ

め
と

し
た

他
人

の
「
オ

ー
ラ

ル
ケ

ア
」
に

つ
い

て
7
割

が
「
気

に
な

る
」
と

い
う

意
識

で
あ

っ
た

こ
と

等
の

結
果

が
出

た
。

一
方

で
、

歯
科

医
院

に
通

う
目

的
の

8
5
%
が

「
虫

歯
の

治
療

」
で

あ
り

、
「
定

期
健

診
」
や

「
歯

周
病

の
治

療
」
の

ス
コ

ア
が

低
く

、

依
然

と
し

て
啓

発
の

余
地

が
あ

る
こ

と
、

歯
科

医
師

の
仕

事
に

対
す

る
イ

メ
ー

ジ
で

、
「
将

来
に

安
定

性
が

あ
る

」
「
仕

事
に

や

り
が

い
が

あ
る

」
と

い
っ

た
項

目
が

3
0
%
を

切
っ

て
い

る
な

ど
、

広
報

戦
略

活
動

の
必

要
性

を
裏

付
け

る
結

果
も

明
ら

か
に

な
っ

た
。

本
調

査
の

結
果

を
マ

ス
コ

ミ
に

提
供

す
る

主
旨

か
ら

、
設

問
で

『
「
こ

の
人

が
歯

科
医

師
だ

っ
た

ら
、

診
て

も
ら

い
た

い
」
と

思
う

芸
能

人
』
を

問
う

も
の

を
入

れ
た

（
男

性
は

福
山

雅
治

氏
、

女
性

は
天

海
祐

希
氏

）
。

『
F
A
C

T
B
O

O
K
』
の

制
作

・
配

付

『
F
A

C
T

B
O

O
K

』
は

、
歯

科
医

学
教

育
並

び
に

歯
科

医
療

の
現

状
と

い
う

壮
大

な
テ

ー
マ

を
4
8
ペ

ー
ジ

に
凝

縮
し

た
も

の
で

あ
る

。

本
冊

子
は

、
加

盟
大

学
の

2
0
人

に
及

ぶ
教

員
の

先
生

と
、

4
ヶ

所
の

外
部

機
関

・
歯

科
医

院
へ

の
取

材
活

動
を

通
じ

て
原

稿

作
成

を
行

っ
た

。

主
な

実
施

施
策

主
な

実
施

施
策

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ

66

当
初

1
,0

0
0
部

を
印

刷
し

、
主

に
マ

ス
コ

ミ
関

係
者

に
幅

広
く

配
付

し
た

が
、

加
盟

大
学

か
ら

の
要

望
が

あ
っ

た
こ

と
か

ら
発

行

1
ヶ

月
後

の
平

成
2
2
年

1
0
月

に
さ

ら
に

3
,5

0
0
部

の
増

刷
を

行
っ

た
。

『
第

1
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
』

『
第

1
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
』
は

、
超

高
齢

社
会

の
到

来
、

「
む

し
歯

」
か

ら
「
歯

周
病

」
へ

の
疾

病
構

造
の

変
化

と
い

っ
た

現
下

そ
し

て
今

後
の

歯
科

医
学

・
歯

科
医

療
に

と
っ

て
大

き
な

テ
ー

マ
を

選
択

し
て

内
容

を
構

成
し

た
。

講
師

に
は

、
東

京
歯

科
大

学
副

学
長

解
剖

学
講

座
井

出
吉

信
教

授
と

日
本

大
学

歯
学

部
歯

周
病

学
講

座
伊

藤

公
一

教
授

を
お

招
き

し
、

そ
れ

ぞ
れ

「
超

高
齢

社
会

に
お

け
る

歯
科

医
師

の
役

割
と

は
」
、

「
歯

周
病

と
全

身
の

健
康

と
の

関

係
性

に
つ

い
て

」
と

題
し

、
最

新
の

報
告

も
含

め
て

ご
講

演
い

た
だ

い
た

。

こ
の

実
施

に
よ

り
、

マ
ス

コ
ミ

関
係

者
に

と
っ

て
集

ま
り

や
す

い
東

京
･丸

の
内

で
の

実
施

、
2
名

の
講

師
に

よ
る

基
調

講
演

と
協

会
活

動
に

つ
い

て
の

基
礎

情
報

の
提

供
と

い
う

プ
ロ

グ
ラ

ム
構

成
、

参
加

者
ア

ン
ケ

ー
ト
の

実
施

な
ど

、
以

降
の

プ
レ

ス
セ

ミ

ナ
ー

の
実

施
形

式
の

雛
形

が
形

成
さ

れ
た

。

事
後

の
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
マ

ス
コ

ミ
の

関
心

が
「
高

齢
者

の
口

腔
ケ

ア
」
、

「
歯

周
病

と
全

身
の

健
康

と
の

関
係

」
、

「
予

防
歯

科
に

よ
る

ア
ン

チ
エ

イ
ジ

ン
グ

」
な

ど
に

あ
る

こ
と

が
わ

か
り

、
第

2
回

以
降

の
テ

ー
マ

設
定

の
際

の
参

考
情

報
と

し
て

活

用
し

た
。

こ
の

セ
ミ

ナ
ー

を
機

に
、

特
に

経
済

誌
(購

読
者

に
開

業
医

が
多

い
)で

の
記

事
掲

載
を

目
指

し
た

個
別

掲
載

獲
得

活
動

を

行
い

、
「
エ

コ
ノ

ミ
ス

ト
」
及

び
「
フ

ジ
サ

ン
ケ

イ
ビ

ジ
ネ

ス
ア

イ
」
の

2
つ

の
媒

体
で

の
掲

載
が

実
現

し
た

。

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ

77
各

年
度

の
活

動
／

平
成

２
３

年
度

実
施

施
策

実
施

時
期

概
要

広
報

成
果

掲
載

数
広

告
換

算
試

算
額

第
2
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
6
月

実
施

日
：

平
成

23
年

6月
22

日
（
水

）
会

場
：

コ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
ス

ク
エ

ア
エ

ム
プ

ラ
ス

講
師

／
テ

ー
マ

：
『
く
ら

し
を

守
る

、
い

の
ち

を
守

る
口

腔
機

能
』

日
本

歯
科

大
学

生
命

歯
学

部
附

属
病

院
総

合
診

療
科

菊
谷

武
教

授
『
歯

科
医

師
は

口
腔

が
ん

の
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
』

昭
和

大
学

歯
学

部
顎

口
腔

疾
患

制
御

外
科

学
新

谷
悟

教
授

出
席

者
：

43
媒

体
／

46
名

⇒
W

eb
メ

デ
ィ

ア
（
2媒

体
／

日
経

ビ
ジ

ネ
ス

オ
ン

ラ
イ

ン
、

as
ah

i.c
om

 
ap

ita
l）

に
対

す
る

個
別

掲
載

促
進

活
動

を
実

施

19 2

¥6
,5

28
,1

00
¥2

,8
58

,4
45

¥9
,4

00
,0

00
¥6

,3
00

,0
00

第
2
回

一
般

生
活

者
意

識
調

査
7
月

調
査

対
象

：
全

国
10

～
70

代
の

男
女

1,
00

0名
調

査
結

果
の

サ
マ

リ
ー

版
を

マ
ス

コ
ミ

関
係

者
に

配
付

⇒
夕

刊
フ

ジ
、

共
同

通
信

に
対

し
、

個
別

の
掲

載
促

進
活

動
を

実
施

43 2

¥2
3,

71
8,

00
0

¥3
,3

60
,0

00
¥8

,2
02

,8
00

¥1
,9

95
,0

00

ニ
ュ

ー
ス

レ
タ

ー
1
2
月

仕
様

：
A4

判
／

4色
／

16
ペ

ー
ジ

テ
ー

マ
：

被
災

地
に

お
け

る
歯

科
医

療
支

援
活

動
の

実
態

と
課

題
50

0部
を

マ
ス

コ
ミ

関
係

者
に

配
付

－
¥1

,3
65

,0
00

広
報

成
果

合
計

6
6

 
4
7
,8

4
8
,9

0
0

 
1
5
,8

7
8
,4

4
5

平
成

2
3
年

度
の

実
施

施
策

と
そ

の
成

果
平

成
2
3
年

度
の

実
施

施
策

と
そ

の
成

果

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）
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株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ

88

『
第

2
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
』
の

実
施

『
第

2
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
』
は

、
一

般
生

活
者

に
と

っ
て

関
心

が
高

い
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
Q

O
L
の

向
上

を
テ

ー
マ

に
そ

の
口

腔
機

能
と

の
関

係
や

、
あ

ま
り

そ
の

情
報

が
社

会
に

詳
し

く
は

知
ら

れ
て

い
な

い
口

腔
が

ん
と

い
う

、
現

在
そ

し
て

今
後

の
歯

科
医

学
・
歯

科
医

療
に

と
っ

て
根

本
的

な
テ

ー
マ

を
選

択
し

て
内

容
を

構
成

し
た

。

講
師

に
は

、
日

本
歯

科
大

学
生

命
歯

学
部

附
属

病
院

総
合

診
療

科
教

授
で

あ
り

口
腔

介
護

・
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

長
の

菊
谷

武
先

生
と

昭
和

大
学

歯
学

部
顎

口
腔

疾
患

制
御

外
科

学
教

授
で

あ
り

歯
科

病
院

口
腔

外
科

診
療

科

長
の

新
谷

悟
先

生
を

お
招

き
し

、
そ

れ
ぞ

れ
「
く

ら
し

を
守

る
、

い
の

ち
を

守
る

口
腔

機
能

」
、

「
歯

科
医

師
は

口
腔

が
ん

の

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

」
と

題
し

ご
講

演
い

た
だ

い
た

。

事
後

の
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
で

、
『
「
口

腔
機

能
の

重
要

性
」
、

「
口

腔
が

ん
」
に

つ
い

て
新

し
い

情
報

、
興

味
深

い
情

報
が

あ
っ

た
か

』
と

の
問

い
に

1
0
0
%
が

「
あ

っ
た

」
と

い
う

回
答

が
得

ら
れ

た
ほ

か
、

今
後

の
関

心
テ

ー
マ

と
し

て
引

き
続

き
「
高

齢
者

口
腔

ケ
ア

」
や

「
歯

周
病

と
全

身
の

健
康

と
の

関
係

」
な

ど
、

根
本

的
な

テ
ー

マ
に

関
す

る
関

心
が

高
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

。

こ
の

セ
ミ

ナ
ー

を
機

に
新

た
に

Ｗ
ｅ
ｂ
メ

デ
ィ

ア
で

の
記

事
掲

載
を

目
指

し
た

個
別

掲
載

獲
得

活
動

を
行

い
、

「
日

経
ビ

ジ
ネ

ス

オ
ン

ラ
イ

ン
」
及

び
「
as

ah
i.
co

m
 a

p
it
al

（
ア

ピ
タ

ル
）
」
の

2
つ

の
サ

イ
ト
で

連
載

が
実

現
し

た
（
「
日

経
ビ

ジ
ネ

ス
オ

ン
ラ

イ
ン

」
は

2
回

シ
リ
ー

ズ
、

「
as

ah
i.
co

m
 a

p
it
al

」
は

3
回

シ
リ
ー

ズ
）
。

主
な

実
施

施
策

主
な

実
施

施
策

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ

99

第
2
回

一
般

生
活

者
意

識
調

査
の

実
施

生
活

者
意

識
調

査
は

、
前

年
と

の
比

較
を

行
う

た
め

、
ほ

ぼ
同

設
問

、
同

対
象

（
日

本
全

国
の

1
0
代

～
7
0
代

の
1
,0

0
0
名

を

対
象

）
で

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
調

査
の

手
法

で
行

っ
た

。

た
だ

し
、

こ
の

第
2
回

目
の

調
査

で
は

、
新

た
に

歯
科

医
療

の
現

状
に

つ
い

て
の

意
識

や
知

識
を

問
う

設
問

を
設

け
た

。
そ

れ

ら
の

中
で

、
昨

今
歯

科
医

院
が

増
え

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
「
新

し
い

技
術

や
設

備
を

持
っ

た
歯

科
医

院
が

増
え

る
の

は

歓
迎

だ
」
と

答
え

た
人

が
約

4
7
％

に
達

し
た

こ
と

を
は

じ
め

、
「
近

く
で

評
判

の
良

い
歯

科
医

院
を

選
べ

る
の

で
有

難
い

」

（
4
2
％

）
、

「
待

ち
時

間
が

減
っ

た
り

予
約

を
取

り
や

す
く

な
る

の
で

歓
迎

だ
」
（
3
8
％

）
な

ど
、

「
歓

迎
」
と

い
う

意
見

が
多

い
こ

と

が
特

筆
す

べ
き

傾
向

と
し

て
確

認
さ

れ
た

。

一
方

で
、

知
識

を
問

う
設

問
で

は
「
歯

科
学

生
の

就
職

率
は

1
0
0
％

で
あ

る
」

、
「
歯

科
医

師
は

死
亡

診
断

書
を

発
行

で
き

る
」

と
い

っ
た

項
目

に
つ

い
て

の
正

答
率

が
軒

並
み

1
0
%
程

度
と

、
引

き
続

き
広

報
戦

略
活

動
を

実
施

す
る

必
要

性
を

想
起

さ
せ

る
結

果
も

明
ら

か
に

な
っ

た
。

ニ
ュ

ー
ス

レ
タ

ー
『
被

災
地

に
お

け
る

歯
科

医
療

支
援

活
動

の
実

態
と

課
題

』
の

制
作

・
配

付

平
成

2
3
年

3
月

1
1
日

に
発

生
し

た
未

曽
有

の
大

災
害

「
東

日
本

大
震

災
」
で

は
、

加
盟

大
学

を
は

じ
め

多
く

の
歯

科
医

師
が

被
災

地
で

の
口

腔
ケ

ア
な

ど
で

支
援

活
動

を
展

開
し

た
が

、
こ

の
よ

う
な

歯
科

医
師

の
活

動
実

態
は

前
述

の
『
一

般
生

活
者

意
識

調
査

』
で

も
半

数
以

下
に

と
ど

ま
る

な
ど

世
間

に
認

知
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

こ
う

し
た

災
害

時
の

歯
科

医
療

支
援

活
動

の
重

要
性

に
つ

い
て

、
マ

ス
コ

ミ
関

係
者

の
認

知
を

得
る

目
的

で
、

加
盟

大
学

の

支
援

活
動

の
実

態
を

レ
ポ

ー
ト
と

し
て

ま
と

め
た

。

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ1010

内
容

は
、

東
北

各
県

で
の

実
際

の
災

害
歯

科
医

療
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
へ

の
動

向
取

材
、

並
び

に
中

越
地

震
で

の
体

験
か

ら
災

害
時

歯
科

医
療

に
詳

し
い

日
本

歯
科

大
学

新
潟

生
命

歯
学

部
の

田
中

彰
教

授
へ

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
の

ほ
か

、
加

盟
大

学

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
網

羅
的

に
ま

と
め

た
も

の
。

『
F
A

C
T

B
O

O
K

』
同

様
、

幅
広

い
マ

ス
コ

ミ
関

係
者

に
配

付
し

、
理

解
促

進
に

努
め

た
。

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ1111

各
年

度
の

活
動

／
平

成
２

４
年

度

実
施

施
策

実
施

時
期

概
要

広
報

成
果

掲
載

数
広

告
換

算
試

算
額

第
3
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
7
月

実
施

日
：

平
成

24
年

7月
30

日
（
月

）
会

場
：

コ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
ス

ク
エ

ア
エ

ム
プ

ラ
ス

講
師

／
テ

ー
マ

：
『
不

老
は

口
か

ら
－

ア
ン

チ
エ

イ
ジ

ン
グ

医
学

の
最

前
線

－
』

鶴
見

大
学

歯
学

部
斎

藤
一

郎
教

授
『
口

か
ら

脳
と

心
を

見
て

み
れ

ば
－

口
腔

機
能

と
脳

の
科

学
－

』

神
奈

川
歯

科
大

学
小

野
塚

實
名

誉
教

授
出

席
者

：
35

媒
体

／
36

名
⇒

W
eb

メ
デ

ィ
ア

（
2媒

体
／

日
経

ビ
ジ

ネ
ス

オ
ン

ラ
イ

ン
、

as
ah

i.c
om

 
ap

ita
l）

に
対

す
る

個
別

掲
載

促
進

活
動

を
実

施

11 2

¥5
,4

39
,5

90
¥2

,7
32

,4
44

¥9
,4

00
,0

00
¥6

,3
00

,0
00

第
3
回

一
般

生
活

者
意

識
調

査
9
月

調
査

対
象

：
全

国
10

～
70

代
の

男
女

1,
00

0名
調

査
結

果
の

サ
マ

リ
ー

版
を

マ
ス

コ
ミ

関
係

者
に

配
付

⇒
共

同
通

信
に

対
し

、
個

別
の

掲
載

促
進

活
動

を
実

施

26
¥8

,8
08

,2
00

¥4
,0

42
,5

00

F
A
C
T
 B

O
O

K
改

訂
1
1
月

厚
生

労
働

省
歯

科
疾

患
実

態
調

査
の

デ
ー

タ
な

ど
を

最
新

の
も

の
に

更
新

し
改

訂
、

さ
ら

に
東

日
本

大
震

災
に

お
け

る
歯

科
医

療
支

援
活

動
に

関
す

る
記

述
を

追
加

2,
55

0部
を

印
刷

、
配

付

－
¥5

78
,6

55

広
報

成
果

合
計

3
9

 
2
3
,6

4
7
,7

9
0

 
1
3
,6

5
3
,5

9
9

平
成

2
4
年

度
の

実
施

施
策

と
そ

の
成

果
平

成
2
4
年

度
の

実
施

施
策

と
そ

の
成

果

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
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株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ1212

『
第

3
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
』
の

実
施

『
第

3
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
』
は

、
一

般
生

活
者

の
ヘ

ル
ス

ケ
ア

に
対

す
る

関
心

の
高

ま
り

や
拡

が
り

に
鑑

み
、

そ
の

関
心

が
高

い
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
ア

ン
チ

エ
イ

ジ
ン

グ
や

Q
O

L
の

向
上

を
テ

ー
マ

に
そ

の
歯

科
医

療
と

の
関

係
を

説
く

テ
ー

マ
を

選

択
し

て
内

容
を

構
成

し
た

。

講
師

に
は

、
鶴

見
大

学
歯

学
部

斎
藤

一
郎

教
授

と
神

奈
川

歯
科

大
学

小
野

塚
實

名
誉

教
授

を
お

招
き

し
、

そ
れ

ぞ
れ

「
不

老
は

口
か

ら
－

ア
ン

チ
エ

イ
ジ

ン
グ

医
学

の
最

前
線

－
」
、

「
口

か
ら

脳
と

心
を

見
て

み
れ

ば
－

口
腔

機
能

と
脳

の
科

学

－
」
と

題
し

ご
講

演
い

た
だ

い
た

。

事
後

の
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
で

は
、

「
両

講
演

と
も

“
目

か
ら

ウ
ロ

コ
”
の

内
容

が
あ

り
、

と
て

も
勉

強
に

な
っ

た
」
「
糖

尿
病

と
歯

周
病

の
関

連
も

騒
が

れ
る

中
で

、
医

科
と

歯
科

の
連

携
の

重
要

性
を

見
る

こ
と

が
で

き
た

」
「
ア

ン
チ

エ
イ

ジ
ン

グ
の

基
礎

が
口

の
機

能
に

あ
る

こ
と

。
噛

む
効

用
は

分
か

っ
て

い
た

が
、

さ
ら

に
理

解
が

深
ま

っ
た

」
な

ど
、

非
常

に
前

向
き

な
感

想
が

寄
せ

ら

れ
た

。

こ
の

セ
ミ

ナ
ー

で
も

Ｗ
ｅ
ｂ
メ

デ
ィ

ア
で

の
記

事
掲

載
を

目
指

し
た

個
別

掲
載

獲
得

活
動

を
行

い
、

前
年

に
引

き
続

き
「
日

経
ビ

ジ
ネ

ス
オ

ン
ラ

イ
ン

」
及

び
「
as

ah
i.
co

m
ap

it
al

（
ア

ピ
タ

ル
）
」
の

2
つ

の
サ

イ
ト
で

連
載

が
実

現
し

た
（
「
日

経
ビ

ジ
ネ

ス
オ

ン
ラ

イ
ン

」
は

2
回

シ
リ
ー

ズ
、

「
as

ah
i.
co

m
ap

it
al

」
は

3
回

シ
リ

ー
ズ

）
。

主
な

実
施

施
策

主
な

実
施

施
策

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ1313

第
3
回

一
般

生
活

者
意

識
調

査
の

実
施

生
活

者
意

識
調

査
は

、
経

年
の

比
較

を
行

う
た

め
、

一
部

を
除

き
ほ

ぼ
同

設
問

、
同

対
象

（
日

本
全

国
の

1
0
代

～
7
0
代

の

1
,0

0
0
名

を
対

象
）
で

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
調

査
の

手
法

で
行

っ
た

。

第
3
回

目
の

調
査

で
は

、
か

か
り

つ
け

の
歯

科
医

師
の

有
無

や
そ

の
満

足
度

な
ど

に
つ

い
て

は
調

査
開

始
以

来
継

続
し

て

高
い

数
値

が
得

ら
れ

た
。

特
筆

す
べ

き
は

、
職

業
と

し
て

の
歯

科
医

師
の

イ
メ

ー
ジ

が
前

年
調

査
の

結
果

と
比

べ
て

大
き

く
改

善
し

て
い

た
点

で
あ

る
。

「
や

り
が

い
が

あ
る

職
業

」
は

約
1
6
%
→

約
8
0
%
に

、
「
将

来
性

が
あ

る
職

業
」
は

約
2
3
%
→

約
7
1
%
と

大

き
く

変
化

し
た

。
一

方
で

、
「
仕

事
が

ハ
ー

ド
で

あ
る

」
が

約
2
9
%
→

約
6
7
%
と

増
加

し
て

い
た

が
、

い
ず

れ
に

し
て

も
一

般
生

活

者
の

歯
科

医
師

の
実

像
に

対
す

る
理

解
が

促
進

さ
れ

て
い

る
証

左
と

考
え

ら
れ

た
。

F
A
C
T
 B

O
O

K
改

訂

『
F
A

C
T

 B
O

O
K

』
は

、
発

行
か

ら
2
年

が
経

過
し

た
た

め
、

厚
生

労
働

省
調

べ
の

歯
科

疾
患

実
態

調
査

か
ら

引
用

し
た

デ
ー

タ
な

ど
を

更
新

し
た

改
訂

版
を

作
成

し
た

。

さ
ら

に
、

「
大

規
模

災
害

に
お

け
る

歯
科

医
療

支
援

活
動

」
の

項
に

、
東

日
本

大
震

災
に

お
け

る
歯

科
医

療
支

援
活

動
に

関

す
る

記
述

を
追

加
し

た
。

こ
の

改
訂

版
は

、
2
,5

5
0
部

を
印

刷
し

、
マ

ス
コ

ミ
に

配
付

し
た

ほ
か

、
加

盟
大

学
に

も
送

付
し

活
用

さ
れ

た
。

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ1414

総
括

量
的

成
果

量
的

成
果 3年

間
に

行
わ

れ
た

広
報

戦
略

活
動

の
直

接
的

な
成

果
で

あ
る

マ
ス

コ
ミ
で

の
記

事
露

出
の

累
計

は
下

記
の

通
り

。

掲
載

記
事

数
：

1
9
2
件

広
告

換
算

試
算

額
：

1
億

3
,0

3
5
万

5
,1

1
0
円

相
当

（
費

用
：
4
,4

4
2
万

1
,5

4
9
円

）

マ
ス

コ
ミ
記

事
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
『
EL

-N
ET

（
イ

ー
エ

ル
・
ネ

ッ
ト
）
』

* で
「
歯

」
と

い
う
キ

ー
ワ

ー
ド

を
含

む
記

事
の

件
数

は
以

下

の
よ

う
に

推
移

し
て

い
る

。

こ
の

結
果

と
、

一
連

の
広

報
戦

略
活

動
と

の
直

接
的

な
因

果
関

係
は

立
証

で
き

る
も

の
で

は
な

い
が

、
『
FA

CT
BO

O
K

』
を

は
じ

め
と

す
る

包
括

的
な

情
報

提
供

が
こ

う
し

た
傾

向
の

一
助

に
な

っ
て

い
る

こ
と

に
疑

い
は

な
く

、
マ

ス
コ

ミ
ひ

い
て

は
そ

の

読
者

・
視

聴
者

で
あ

る
一

般
生

活
者

の
関

心
が

歯
学

に
向

い
て

き
て

い
る

こ
と

は
間

違
い

な
い

も
の

と
思

わ
れ

る
。

期
間

記
事

件
数

平
成

2
1
年

度
（
H
2
1
.4

.1
～

H
2
2
.3

.3
1
）

8
7
1

平
成

2
2
年

度
（
H
2
2
.4

.1
～

H
2
3
.3

.3
1
）

1
,4

9
5

平
成

2
3
年

度
（
H
2
3
.4

.1
～

H
2
4
.3

.3
1
）

4
,8

4
1

平
成

2
4
年

度
（
H
2
4
.4

.1
～

H
2
5
.3

.3
1
）

7
,4

7
9

*
『
EL

-N
ET

』
は

日
本

国
内

の
主

要
な

新
聞

約
10

0紙
及

び
雑

誌
約

15
0誌

を
対

象
と

し
、

19
87

年
か

ら
の

約
2,

20
0万

件
の

記
事

を
収

載
し

て
い

る
デ

ー
タ

ベ
ー

ス

株
式

会
社

電
通

パ
ブ

リ
ッ

ク
リ

レ
ー

シ
ョ

ン
ズ1515

総
括

質
的

成
果

質
的

成
果 協

会
と

し
て

の
広

報
活

動
基

盤
の

確
立

活
動

開
始

前
は

、
協

会
と

し
て

マ
ス

コ
ミ

に
対

す
る

能
動

的
な

活
動

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
中

、
そ

の
理

解
促

進
の

た
め

の
統

一
的

な
制

作
物

（
「
F
A

C
T

B
O

O
K

」
な

ど
）
、

情
報

提
供

の
一

形
態

で
あ

り
な

が
ら

複
数

の
マ

ス
コ

ミ
関

係
者

と
の

直
接

接
触

す
る

機
会

と
し

て
の

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

な
ど

、
対

マ
ス

コ
ミ
基

本
活

動
形

態
が

3
年

間
の

活
動

を
通

じ
て

整
備

さ
れ

た
。

マ
ス

コ
ミ

か
ら

の
情

報
発

信
源

と
し

て
の

認
知

獲
得

活
動

開
始

直
後

の
第

1
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
に

お
け

る
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
で

は
、

マ
ス

コ
ミ
関

係
者

の
協

会
そ

の
も

の

に
つ

い
て

の
認

知
は

約
3
9
%
で

あ
っ

た
。

こ
れ

が
、

第
3
回

歯
科

プ
レ

ス
セ

ミ
ナ

ー
で

は
7
5
%
に

ま
で

上
昇

し
た

。
こ

う
し

た
認

知

度
の

上
昇

と
、

一
般

生
活

者
意

識
調

査
の

結
果

公
表

な
ど

の
継

続
的

活
動

を
通

じ
、

マ
ス

コ
ミ

に
と

っ
て

の
歯

科
関

連
情

報

の
情

報
源

と
し

て
の

協
会

の
存

在
感

を
確

実
に

印
象

づ
け

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
も

の
と

考
え

る
。

セ
ミ

ナ
ー

の
実

施
な

ど
を

通
じ

、
マ

ス
コ

ミ
関

係
者

と
の

継
続

的
な

パ
イ

プ
作

り
（
シ

ン
パ

層
の

形
成

）
の

端
緒

を

拓
い

た

活
動

開
始

前
は

、
協

会
が

そ
の

活
動

や
加

盟
大

学
の

教
育

研
究

諸
活

動
に

関
し

て
マ

ス
コ

ミ
関

係
者

(歯
科

業
界

誌
を

除

く
。

)と
接

す
る

こ
と

は
稀

で
あ

っ
た

と
思

わ
れ

る
。

こ
れ

が
歯

科
プ

レ
ス

セ
ミ

ナ
ー

な
ど

の
直

接
対

面
の

場
を

設
け

つ
つ

、
継

続

的
に

情
報

提
供

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
少

し
づ

つ
で

は
あ

る
が

確
実

に
関

係
作

り
は

進
ん

で
い

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
こ

う
し

た
関

係
は

維
持

の
努

力
を

し
な

け
れ

ば
す

ぐ
に

途
絶

え
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
、

マ
ス

コ
ミ
関

係
者

に
お

け
る

シ
ン

パ
層

の
形

成
、

深
化

の
取

り
組

み
は

引
き

続
き

こ
れ

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

と
考

え
ら

れ
る

。

以
上
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（８）私立歯科大学（学部）の財政等の現状について（平成 24 年版）  

平成 24 年度第 1 回経営部会（H24.6.29）において協議し合意された項目により、

加盟大学から資料の提供を受け、平成 24 年版を作成し、平成 25 年度第 1 回経営部

会（H25.6.17）の審議を経て、加盟大学へ一部づつ送付した。 

 

  （９）広報の発行(第 66 号・第 67 号) について  

協会の広報は、年 2 回発行（原則 9 月と 3 月の予定）し、記載事項は、 

① 巻頭言 

② 時事問題等についての座談会記事 

③ 「加盟大学のニュース」として、加盟大学発行の広報誌から、行事、歯学部

長・病院長以上の異動・叙勲・訃報、特色ある施設等の紹介 

④ 「新聞記事の要点」（「教育関係」及び「歯科関係」記事のうち重要なもの）

として、記事の見出し・年月日・掲載紙名の一覧 

⑤ 協会主催会議・事業の概要 

⑥ 協会作成資料 

⑦ 人事異動消息 

⑧ その他協会広報にふさわしいもの 

とし、内容の充実に努める。 

以上の編集方針について、広報委員会（H25.10.10 および H26.2.20 開催）で審議

・了承され、第 66 号は平成 25 年 10 月 31 日に、第 67 号は平成 26 年 3 月 31 日に

発行した。（別記 7） 
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（10）受験生確保対策事業について 

第1回受験生確保対策委員会（H25.10.11）において、協議の結果、平成25年度受

験生確保対策事業は継続事業を中心に実施することとした。 
平成25年度に実施した事業の概要は、下記のとおり。 

１．『私立大学17歯学部平成26年度入試のお知らせ』および『私立大学17歯学部問

い合わせ先＆アクセス一覧』（次項参照）を主要な全国の高等学校（校長及び進

路指導部主事宛）に送付した。（平成25年11月） 

２．「医歯薬進学４月号（平成26年3月）｣に、『私立大学17歯学部問い合わせ先＆

アクセス一覧』を掲載するとともに、『新しい歯科医師の時代がやってくる！―

これから歯科医師をめざすみなさんへ―』を掲載した。 

３．インターネット・ホームページによるＰＲ 

（１）ホームページ掲載内容 

 ① 全入試日程（加盟大学17歯学部の平成26年度入試日程一覧） 

 ② 加盟大学入試要項（加盟大学17歯学部の平成26年度入試要項） 

 ③ 入試結果報告（加盟大学17歯学部の平成25年度入試結果） 

 ④ 歯学部を目指す皆さんに(Q&A)(私立歯科大学の特長等についての一問一答) 

 ⑤ 協会の概要 

（２）ホームページアドレス（ＵＲＬ） 

 http://www.shikadaikyo.or.jp/  

 http://www.shikadaigakujukenjouhou.jp/ 

４．「全国医歯薬科大学受験相談会」の後援を行った。 

５．受験生確保対策事業費について 

（１）平 成 2 5年 度 予 算 額： 4,000,000円 

（２）平 成 2 5年 度 決 算 額： 2,503,468円 

６．平成22年度に新規事業として作成した小冊子『新しい歯科医師の時代がやって

くる！』を、受験生等が直接閲覧できるよう、23年度以降、大学及び協会のホー

ムページ上にアップしている。 

 

（11）研修事業について 

平成 25 年度に実施された研修事業は次のとおりであった。 

 ○「第 35 回附属病院管理運営事務研修会」 

   ・開 催 日 平成 25 年 11 月 7 日(木)・8 日(金) 

 ・世話大学 朝日大学歯学部 

   ○「第 11 回事務職員研修」 

 ・開 催 日 平成 26 年 2 月 24 日(月)・25 日(火) 

 ・場  所 ＫＫＲホテル東京 

 

（12）日本私立歯科大学協会の新法人への移行について 

第 2 回理事会(H25.5.29)において、中原会長から、本協会の一般社団法人への移

行については、4 月１日に法務局への登記が滞りなく終了したので、加盟大学及び

関係方面に報告を行ったことの説明があった。（別記 8） 
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一般社団法人 日本私立歯科大学協会定款 

 
 

第１章 総 則 

 

（名称） 

 第１条 この法人は、一般社団法人日本私立歯科大学協会と称する。 

 

(事務所) 

 第２条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

  第３条 この法人は、我が国の歯学教育及び歯学研究の機関としての私立歯科大学並び

に歯学部を設置する私立大学（以下｢私立歯科大学｣という。）の重要性に鑑み、私立

歯科大学の教育、研究及び経営等に関する調査研究並びに会員相互の提携と協力によ

って、私立歯科大学の振興を図るとともに我が国の歯学及び歯学教育の充実、発展を

期し、もって国民の健康な生活の確保に貢献することを目的とする。 

 

（事業） 

  第４条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）私立歯科大学における教育・研究に関する調査研究 

（２）私立歯科大学の財政基盤に関する調査研究 

（３）私立歯科大学における管理運営、特に経営に関する調査研究 

（４）私立歯科大学の教職員並びに学生の福祉厚生に関する調査研究 

（５）私立歯科大学の教職員の研修の開催 

（６）歯学及び歯学教育の国際交流 

（７）会報の刊行 

（８）私学関係諸団体との提携、協力及び援助 

（９）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 

 

 

第３章 会 員 

 

（種別） 

  第５条 この法人の会員は、次のとおりとする。 

（１）正会員 この法人の目的に賛同して入会した私立歯科大学を設置する学校法人

の理事長、理事及び私立歯科大学の学長、歯学部長、附属病院長並びにその法人

の職員であって特に定めた者のうちから 4 名の者 

（２）賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人 

2 
 

（３）名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、総会において推薦された者 

 ２ 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成 18 年法律第 48 号。以下｢法人法｣という。）上の社員とする。 

 

（入会） 

第６条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申

込書により申し込むものとする。 

２ 入会は、総会において定める入会及び退会規程により、理事会においてその可否を

決定し、これを入会しようとする者に通知するものとする。ただし、名誉会員につい

ては、理事会で予め本人の意向を確認の上、総会において推薦を決定し、本人に通知

するものとする。 

 

（入会金及び会費） 

第７条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会

費規程に基づき、入会金及び会費（以下「会費等」という。）を支払う義務を負う。 

２ 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより、会費を納入しなければな

らない。 

３ 名誉会員は、会費等の納入を要しない。 

４ 正会員は、会費等のほか、この法人の臨時の経費を分担することがある。 

５ 既納の会費等は、いかなる事由があっても、返還しない。 

 

（任意退会） 

第８条  会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会すること

ができる。 

 

（除名） 

第９条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員

を除名することができる。 

（１）この定款その他の規則に違反したとき 

（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

（３）その他除名すべき正当な事由があるとき 

 

（会員資格の喪失） 

第１０条  前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、そ

の資格を喪失する。 

（１）正会員が第 7 条の支払い義務を 2 年以上履行しなかったとき 

（２）法人としての賛助会員が解散したとき 

（３）総正会員が同意したとき 
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第４章 総 会 

 

（構成） 

第１１条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

２ 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 

 

（権限） 

第１２条  総会は、次の事項について決議する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

（４）定款の変更 

（５）解散及び残余財産の処分 

（６）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（招集） 

第１３条  総会は、定時総会及び臨時総会とし、法令に別段の定めがある場合を除き、

理事会の決議に基づき会長が招集する。なお、会長に事故があるとき、又は会長が欠

けたときは、理事会が予め決定した順序によって、副会長が総会を招集する。 

２ 定時総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集する。 

３ 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき招集する。 

４ 前項のほか、議決権を有する総正会員の 10 分の１以上の者から会議に付議すべき事

項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から 4 週間

以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。 

５ 総会の招集は、少なくとも 7 日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所

を記載した書面をもって通知する。 

 

（議長） 

第１４条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、当該総会において副会長の中から議長

を選出する。 

 

（議決権） 

第１５条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。 

 

（決議） 

第１６条  総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席者

の議決権の過半数をもって行う。ただし、議決権を有する者が総会に出席できないと

きは、法令で定めるところにより、書面又は電磁的方法により議決し、又は代理人に

委任することができる。その場合代理人は総会の出席者とみなし、その議決権を行使

することができる。 
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２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の多数を

もって行う。 

（１）会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令及びこの定款で定められた事項 

 

（議事録） 

第１７条  総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

２ 議長及び総会において選任された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第５章 役員及び職員 

 

（役員の設置） 

第１８条  この法人に、次の役員をおく。 

（１）理事 12 名以上 17 名以内 

（２）監事 2 名以内 

２ 理事のうち、1 名を会長、3 名以内を副会長、1 名を専務理事、3 名以内を常務理事

とする。 

３ 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をも

って同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。 

 

（役員の選任等） 

第１９条  理事は、学校法人が正会員の中から推薦した理事候補者につき総会の決議に

よって選任する。 

２ 監事は、総会の決議によって選任する。 

３ 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

４ 監事は、この法人の理事及び使用人を兼ねることができない。 

              

（理事の職務及び権限） 

第２０条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を

執行する。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し業務を執行し、

業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執

行する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事

会が予め決定した順序によって、この法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。 

４  会長及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職

務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
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（監事の職務及び権限） 

第２１条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告

を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及

び財産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第２２条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす

る。 

４ 理事又は監事は、第 18 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として

の権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第２３条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

（報酬等） 

第２４条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、職務を行うために要する費用の弁償

を受けることができる。 

２ 費用弁償の額及び支給方法は、理事会の決議を経て会長が定める。 

 

（役員以外の役職） 

第２５条 この法人に、理事及び監事以外の役職として、法人の目的及び事業の遂行に

関し助言を行う顧問を置くことができる。 

２ 前項に関し、必要な事項は理事会において別に定める。 

  

（事務局及び職員） 

第２６条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定め

る。 
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第６章 理事会 

 

（構成） 

第２７条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第２８条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）この法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）会長及び業務執行理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第２９条 理事会は、毎年 6 回以上、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたと

き、又は理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、

会長は、その請求があった日から 14 日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

なお、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序

によって、副会長が理事会を招集する。 

２ 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（決議） 

第３０条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議が

あったものとみなす。 

 

（議事録） 

第３１条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

２ 出席した会長及び監事並びに理事会において選任された議事録署名人 2 名以内が前

項の議事録に記名押印する。 

 

 

第７章 委員会 

 

（委員会） 

第３２条 この法人の事業の円滑な実施を図るため、理事会は、委員会を設置すること

ができる。 

２ 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める委員会規則による。 
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第８章 資産及び会計 

 

（事業年度） 

第３３条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第３４条 この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、

会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受け、内閣府に届け出なければな

らない。これを変更しようとする場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、この法人の主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで

の間備え置くものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３５条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書

類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については、定

時総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について

は承認を受け、内閣府に届け出なければならない。 

３ 第１項の書類のほか、監査報告をこの法人の主たる事務所に 5 年間備え置くととも

に、定款、正会員名簿を、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。 

 

（剰余金処分の禁止） 

第３６条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

 

第９章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第３７条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 

第３８条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第３９条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

第 10 章 公告の方法 

 

（公告の方法） 

第４０条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、

官報に掲載する方法による。 

 

   

第１１章 補 則 

 

（書類及び帳簿の備付等） 

第４１条 この法人の主たる事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。た

だし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでな

い。 

（１）定款 

（２）正会員の名簿 

（３）第 17 条及び第 31 条の議事録 

（４）第 35 条の各書類 

（５）その他必要な書類及び帳簿 

２ 前項の第 1 号及び第 2 号の書類は永久保存としなければならない。また、第 3 号か

ら第 5 号の書類及び帳簿は、この法人の主たる事務所に 10 年以上保存しなければな

らない。 

 

（委任） 

第４２条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決

議により会長が別に定める。 

 

  

附 則 

 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121

条第 1項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1項に定める一般法人の設立の

登記の日から施行する。 

 

２ この法人の最初の会長は、中原 泉とする。 
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（13）総会、部会の開催日について 

１．第 9 回理事会(H26.3.24)において、小林専務理事から、現在、総会開催日には、 
三つの部会及び理事会も合わせて開催してきているが、非常にタイトな日程であ 
るので、次のように変更したいとの提案があり、了承された。 

○ 次回の総会開催日から、同日は、理事会と総会を開催することとし、合 

わせて、毎回、文部科学省、厚生労働省、あるいは私学関係の団体等か 

らの講演時間を設けるなどの工夫を行う。 

○ 三つの部会は、総会日と別の日に、協会においてそれぞれ開催する。

なお、このことは、第 77 回総会(H26.3.24)において、小林専務理事から報 

告された。 

 

（14）厚生労働省歯科専門職の資質向上検討会について 

１． 第 2 回理事会(H25.5.29)において、安井副会長（厚生労働省の歯科専門職の

資質向上検討会委員）から、5 月 10 日に開催された「厚生労働省の歯科専門

職の資質向上検討会」においては、特に、歯科医師臨床研修に関して討議が

行われたことの報告があった。（別記 9） 

- 35 -



 
 

２． 第 8 回理事会(H26.3.4)において、安井副会長（厚生労働省歯科専門職の資質

向上検討会委員）から、厚生労働省歯科専門職の資質向上検討会は、当初、三

つのＷＧがあり、このうち、歯科医師国家試験の不合格者に対して歯科衛生士

の国家試験の受験資格を与えることについては各団体等からの反対が多くあっ

たことから、検討会の検討項目から除外された。残りのうち一つは歯科医師臨

床研修の在り方に関するＷＧと、もう一つは歯科技工士の国家試験の在り方に

関するＷＧである。今後、最終の検討会が今月の 24 日に開催されることとなっ

ているとの説明があった。 

 

３． 第 9 回理事会(H26.3.24)において、安井副会長から、同検討会は、本日これ

から最終のまとめの会議が開催される予定であり、基本的には前回の理事会で

報告した歯科医師臨床研修の在り方（特に、CBT と OSCE は、あくまで研修歯科

医の選考に当たっては募集人員が少ない場合などに補助的な役割をもたせるこ

とに限定したらどうか。また、次回の見直しの際には、歯科医師の需給につい

て歯科医師は不足しているということを国の立場で検討する必要があることな

ど）及び歯科技工士の国家試験の在り方の方向とほぼ同様であることの説明が

あり、引き続いて、歯科医師臨床研修補助金予算について付言された。 
（別記 10） 
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（別記１０） 

第３回歯科専門職の資質向上検討会 資料 

 歯科専門職の資質向上検討会設置要綱（PDF︓71KB） （２枚）  

 資料１-２ 歯科専門職の資質向上検討会報告書（概要）（案）－歯科医師臨床研修制 

度のさらなる充実にむけて－（PDF︓95KB）（１枚）  

 資料１-３ 歯科専門職の資質向上検討会報告書（案）－歯科医師臨床研修制度のさら

なる充実にむけて－（PDF︓717KB） （１～１８ページ） 

 資料２-２ 歯科専門職の資質向上検討会報告書（概要）（案）－歯科技工士国家試験

の全国統一化に向けて－（PDF︓371KB） （１枚） 

 資料２-３ 歯科専門職の資質向上検討会報告書（案）－歯科技工士国家試験の全国統 

（１～１０ページまで） 

 

 

 

 

 

 

（15）日本歯科医師会から文部科学大臣への要望書の提出について 

第 8 回理事会(H26.3.4)において、川添会長から、資料により、昨年 11 月 14 日

に、日本歯科医師会から文部科学大臣に行った要望について、その要望書(写)を 12

月 12 日に会長から全役員へ送ったことの説明があり、その後、文部科学省や日本

歯科医師会から特にこのことで協会への連絡は無いことが付言された。 

    

（16）私学関係諸団体との提携・協力及び援助について 

知識と技術の向上を図り、歯科医療の発展に寄与することを目的として活動を行

っている下記の５つの団体に対して、その活動を後援するため助成金を交付した。 

 ○ 全国私立歯科大学・歯学部附属病院看護部長会 

 ○ 全国私立歯科大学附属病院薬剤部長会 

 ○ 日本私立歯科大学・歯学部附属病院歯科技工士協議会 

 ○ 日本私立歯科大学・歯学部附属病院歯科衛生士協議会 

 ○ 全国私立歯科大学・歯学部附属病院診療放射線技師代表者会 
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